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「ゼロ予算事業」に関する取り組み（平成２３年度） 

 
本区では、既存の人材や施設などを活用し、特段の予算措置を行わず、職員の新た

な発想や創意工夫により区民サービスの向上を図る取り組み（ゼロ予算事業）を行っ

ています。 
 
＜ゼロ予算事業とは（台東区における定義）＞ 

既存の人材・施設（機材）、情報発信機能、町会や関係団体などのネットワーク

を活用し、特段の予算措置を行わず、職員の新たな発想や創意工夫により区民サ

ービスの向上を図る取り組み 

【補足説明】 

○区民や区内事業者、来街者などを対象として行う事業とし、内部管理的事務に

ついては対象外とする。 

○職員の創意工夫等により実施する事業とし、各所管課における本来業務（通常

業務）は対象外とする。 

○現在いる職員や施設などを活用することで、別途、新たな予算措置を伴わない

事業とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆次頁以降に各課における取り組みを掲載しています。ご参照ください。 

人材 
施設 

（機材） 

情報発信機能 

（ＨＰなど） 

ネットワーク 

職員の新たな発想 
創意工夫 

特段の予算措置を伴わずに区民サービスを向上 



1 日曜開庁・水曜窓口延長

毎月第３日曜日に窓口を開庁（９時～１７時）。
６課（区民課、税務課、収納課、戸籍住民サービス課、子育て支援
課、国民健康保険課）の窓口で実施。

毎週水曜日に窓口を延長（１９時まで）。
１０課（区民課、税務課、収納課、戸籍住民サービス課、子育て支援
課、国民健康保険課、高齢福祉課、介護保険課、障害福祉課、児童保
育課）の窓口と３区民事務所で実施

区民課、税務課、収納課、
戸籍住民サービス課、
子育て支援課、
国民健康保険課、
高齢福祉課、介護保険課、
障害福祉課、児童保育課

①②

2 たいとう安全・安心かわら版
犯罪被害に遭わないよう、登録団体（町会）の協力のもと、犯罪情報
等をＦＡＸにて速やかに通知し、町会掲示板への貼付を実施。

生活安全推進課 ④

3
「こんにちはタイム」
「夕焼けタイム」

防災無線を活用し、下校時に地域の見守りを呼びかける放送を行うこ
とにより、区民の子どもの安全に関する意識啓発及び通学路等の安全
確保を実施。
また、地域の治安を良好に保ち、安全で安心なまちづくりを進めてい
くために、安全・安心全般に関する呼びかけを実施。

「こんにちはタイム」…毎週（水）午後1時放送
「夕焼けタイム」…（月）～（金）
　　　　　　　　　　3月～10月　午後5時放送
　　　　　　　　　 11月～ 2月　午後4時30分放送

生活安全推進課 ②

「ゼロ予算事業」一覧（平成２３年度）

【分類】①既存の人材を活用、②既存の施設（機材）を活用、③情報発信機能を活用、④ネットワークを活用、⑤その他

№ 事業（業務）名称 事業内容（概要） 課名 分類
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【分類】①既存の人材を活用、②既存の施設（機材）を活用、③情報発信機能を活用、④ネットワークを活用、⑤その他

№ 事業（業務）名称 事業内容（概要） 課名 分類

4
青色回転灯付パトロール車の夜
間貸出

地域の犯罪抑止を図るため、自主防犯団体の行う防犯パトロールに対
して、「子どもの安全」巡回パトロール事業で使用する青色回転灯付
パトロール車を、本業務時間外に貸出。

生活安全推進課 ②

5 消費生活に関する出前講座
消費生活に関して、区民の方の関心やご要望をお聞きし、それに沿っ
た形で消費生活相談員が出向き講座を実施。

くらしの相談課 ①②

6 くらしに役立つ講座 区民に対する消費者教育の一環として講座を実施。 くらしの相談課 ①②

7
特別対策事業
（休日窓口開庁）

６月以降の最終土曜日または日曜日いずれかの日に、税や保険料の納
付窓口を設置（９時～１７時）。

収納課、国民健康保険課 ①②

8
台東区友好都市「うまいもの
市」

上野観光連盟主催のうえの桜まつりの一環で、友好都市からの地場産
品の物販ブースを開設し、友好都市のPRを実施。

参加都市：諏訪市、日光市、南会津町、会津美里町、
　　　　　豊後大野市
開催日時：平成24年3月30日（金）～4月1日（日）
　　　　　午前11時～午後6時

交流促進課 ④

9 台東区製造業ガイド
区内企業（製造業）の情報を台東区のホームページで紹介（平成１４
年４月～）。
※区内企業からの申請を受け、職員が登録・更新作業を実施

産業振興課 ①③
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【分類】①既存の人材を活用、②既存の施設（機材）を活用、③情報発信機能を活用、④ネットワークを活用、⑤その他

№ 事業（業務）名称 事業内容（概要） 課名 分類

10 観光写真の提供 「観光写真」のポジフィルム貸出 観光課 ①②③

11
他自治体・事業者等との連携事
業

隅田川ルネサンス（東京都）
隅田川サミツト（東京新聞）
平成中村座（松竹株式会社）
その他、ＶＪ（ビジット・ジャパン・キャンペーン）事業への協力

観光課 ①②③④

12 たいとう撮影協力隊
ロケ撮影への協力
登録団体：商店街・町会等　計12団体

観光課 ①②③④

13
台東区介護サービス事業者
（所）求人情報提供事業

台東区の公式ホームページと介護サービス事業者（所）のホームペー
ジとを連携し、求人情報の提供を行うことにより、本区の事業者の人
材確保及び事業者就業希望者への支援を実施。

介護保険課 ①③

14
国民健康保険加入者に対する保
養施設の斡旋

国民健康保険加入者に、一般料金より安く利用できるよう、関東近県
の宿泊施設と契約。

国民健康保険課 ②

15 環境メールマガジン配信
環境清掃部関連の情報を毎月中旬ごろ配信。環境関連イベントや、環
境案内人（エコガイド）などを通じて購読希望者を募集。
対象端末はパソコン、スマートフォン。

環境課 ③

16 緑の募金活動
5月を緑の募金月間として、町会や区民、区役所職員に募金を働きか
けるほか、緑の募金交付金の申請手続等を実施。

環境課 ①
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【分類】①既存の人材を活用、②既存の施設（機材）を活用、③情報発信機能を活用、④ネットワークを活用、⑤その他

№ 事業（業務）名称 事業内容（概要） 課名 分類

17 環境ふれあい館まつり

環境ふれあい館ひまわりで行っている活動のPRと地球にやさしい暮ら
しの実践や環境保全への意識の啓発を図るため、6月の環境月間に
「環境ふれあい館まつり」を開催。
平成23年度は、精華公園のビオトープ探検ツアーやきっずインタープ
リターのこどもたちによるエコアクション４８！など体験学習を中心
に、30のプログラムを実施。各催しで発行するエコポイントは、模擬
店や記念品の交換で利用。

環境課 ①②④

18
使用済みインクカートリッジ回
収箱設置

区施設４箇所の出入り口付近に回収箱を設置し、使用済みインクカー
トリッジの回収を促進。

清掃リサイクル課 ②④

19 フリーマーケット開催の後援
区内の公園で開催されるフリーマーケットの後援として、区立公園の
占有許可の代行や広報誌による出店者募集などの周知を実施（開催回
数12回）。

清掃リサイクル課 ②

20 ひと声収集

高齢または身体に障害があるなどの理由で、ごみを集積所まで出すこ
とが困難な方の自宅玄関前まで清掃職員がうかがい、ごみを収集。
ごみが出ていない日が何日も続いたり、新聞受けに新聞がたまってい
たりする場合等に、関係者及び福祉関係機関に連絡。

台東清掃事務所 ①

21 クリーンローラー作成
清掃職員が月に2回、集積所のごみ収集を終えた後の時間を利用し、
上野駅周辺及び浅草駅周辺の歩道などに捨てられたポイ捨てごみの自
主清掃を実施。

台東清掃事務所 ①
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【分類】①既存の人材を活用、②既存の施設（機材）を活用、③情報発信機能を活用、④ネットワークを活用、⑤その他

№ 事業（業務）名称 事業内容（概要） 課名 分類

22
ボランティア活動に伴うごみの
収集

学校の生徒有志による道路清掃や、町内会主催の盆踊りなどの地域的
なボランティア（無償奉仕）活動により一時的に大量のごみを排出す
る場合、ボランティアシールを交付し、処理手数料を免除の上ごみを
収集。

台東清掃事務所 ①②

23
七夕飾り用の竹配付（隅田公園
におけるイベント協力）

区立小学校に七夕飾り用として、隅田公園の竹を配付。 公園課 ①②

24
隅田公園のアジサイ周知用チラ
シの作成

隅田公園のアジサイ周知のため、チラシを自主作成し窓口で配布。 公園課 ①②

25
教育相談に関する土曜相談・水
曜日相談時間延長

毎月第２、４土曜日に来所相談及び電話相談を実施。
（来所相談：９時３０分～１７時３０分）
（電話相談：９時３０分～１６時３０分）

毎週水曜日に相談時間を延長。（１８時３０分まで）

教育支援館 ①②

26 情報室の土曜開室 毎月第１、３土曜日に情報室を開室。（９時～１７時） 教育支援館 ①②

27 土曜議会 毎年第1回定例会本会議（代表質問）を土曜日に開催 区議会事務局 ①②
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246,023 0.3△ 16.7 0.3 0.0

0 0.0 0.0 0.0 100.0

7,723,668 8.8 27.9 5.5

4,588,794 5.2 △ 5.3 6.9

860,179 1.0 24.5 1.2

7,329,189 8.3 △ 1.1 12.5

21,480 0.0皆増 0.0

3,782,680 4.3 △ 9.1 6.9

0 0.0 0.0 0.0 歳入 5.3

歳出 6.7

歳入 皆減

（注）「公営事業・公営企業会計」欄の「普通会計繰入繰出額」の単位は 歳出 皆減

　　　「千円」である。 歳入 △ 0.9

歳出 8.2

歳入 4.0

歳出 4.2

歳入 皆減

歳出 皆減

歳入 △ 23.3

歳出 △ 23.3

歳入 10.5

歳出 10.5

事 業 会 計 2,478,764 314,766

（ 駐 車 場 ） 386,970 173,559

12,083,976

合 計 17,854,490 1.3

特 別 区 民 税 徴 収 率

（介護サービス）

1,914,835

人 件 費

うち職員給

公営企業会計 0

1,365,734

386,970

955,809

事 業 会 計

1,364,296

0

増 減 率

歳　　　　　　　　　入

区 分 決 算 額

性　　　　質　　　　別　　　　歳　　　　出

区 分 経 常 一 般 財 源

繰 出 金

繰 上 充 用 金

特 別 区 税

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

自動車取得税交付金

配 当 割 交 付 金

株式等譲渡所得割
交 付 金

一 般 財 源 等

729,104

国 庫 支 出 金

区 分

交通安全対策特別
交 付 金

一 般 財 源 計

特 定 財 源 計

地 方 債

投 資 ・ 出 資 金

貸 付 金

財 産 収 入

諸 収 入

繰 入 金

目　　　的　　　別　　　歳　　　出

失業対策事業費

投 資 的 経 費 計

合 計

（介護サービス）

1,365,734

災 害 復 旧 費

公 債 費

諸 支 出 金

公営企業会計

0

合 計

総 務 費

議 会 費

分担金・負担金

都 支 出 金

区 分

合 計

寄 附 金

使 用 料

手 数 料

繰 越 金

特 別 区 民 税

うち退職金

扶 助 費

公 債 費

元 利 償 還 金

1,361,669 △ 11.5

0.0

△ 3.8

21,480

6,632,607

3,668,453

商 工 費

土 木 費

民 生 費

衛 生 費

労 働 費

農 林 水 産 業 費

教 育 費

3,681,799

0

4.0

消 防 費

16,261

3,681,965

3,782,514

0

87,973,331

276,675

1,242

8,470,965

0

3,814,840

0.0

△ 18.6

△ 5.4

22.0

千円

14,700,336

9,843,250

％

1.6

2.3

16,106,194

10,554,092

86.9

公 営 事 業 ・ 公 営 企 業 会 計

後期高齢者医療 2,581,396 451,953

△ 11.1

合　　計　(%)滞 納 繰 越 分 (%)

国民健康保険

区 分

0 0.0

0.00

2,996,597 0.7

2,230

53,396

14,802,267

特　　別　　区　　税

軽 自 動 車 税

1.4

決 算 額 (千 円 ) 増 減 率 (%)

△ 1.2

0.9

94.0 25.6

決  算  額 (千円)増 減 率 (%)

626,674

台  東  区

43,233,327

0

17,073,779

4,034,966

千円

26,159,548

現 年 課 税 分 (%)

3,744,031

介護保険事業

（保険事業）

介護保険事業

87,973,331 100.0 0.9
老人保健医療

53,131,200 100.0
事 業 会 計

7,441,493

21,155,863

6,067,817

法 定 外 普 通 税

鉱 産 税

173,350

特 別 区 た ば こ 税

0

2,937,613

入 湯 税

11,996,452

普 通 会 計

23,329,580

21,631,278

繰入繰 出額

3,336,111

27,560

3.1

8,572,559

△ 9.1

0.0

49,368,486

0

5,632,871 49,368,486

0.0

22.5

51,296,402

そ の 他 経 費 計

12,006,316

759,294

普通建設事業費

補 助 費 等

積 立 金

31,044,058

5,611,391

0

財政調整交付金

地方特例交付金等 物 件 費

維 持 補 修 費

一時借入金利子

義 務 的 経 費 計

災害復旧事業費

5.6

△ 9.1

69.7

5,561,376

431,267

1,755,043

3,856,348

31,407,694

3,782,514

7,777,413

3,681,799

皆増

720,981△ 9.1

71.9

7.7

11.2

△ 4.2
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【用語の説明】 
 
○一般会計と特別会計 
 一般会計は、特別会計以外の一般的な収支を経理するもので、税収入を主な財源に、

自治体の基本的かつ主要な活動に必要な経費を計上した会計である。 
 特別会計は、特定の事業・資金などについて特別の必要がある場合に、一般会計から

区分してその収支を別個に経理する会計をいう。 
 
○普通会計 
 各地方公共団体の財政状況の把握、地方財政全体の分析等に用いられる統計上、観念

上の合計であり、総務省の定める基準をもって、各地方公共団体の会計を統一的に再構

成したものである。 
 対象となる会計は、一般会計を中心として、公営企業会計、準公営企業会計及び収益

事業会計を除く特別会計で、会計間の重複等を控除した純計を算出する。 
 台東区の場合、平成１１年度までは老人保健施設会計が普通会計に含まれていたが、

平成１２年度に介護保険関連の経費と共に普通会計から除かれたため、現在は一般会計、

病院施設会計及び用地会計により普通会計を構成している。 
 
○一般財源と特定財源 
 財源の使途が制約されるかどうかによる区分である。 
 一般財源は、使途が制約されず、どのような経費にも使用することができ、特定財源

は、使途が特定されている財源である。 
 一般財源の範囲については、明確な規定はない。 
 普通会計上、特別区の場合には、特別区税、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付

金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得

税交付金、地方特例交付金、特別区交付金、交通安全対策特別交付金を、一般財源とし

ている。 
 
○義務的経費と投資的経費 
 歳出経費の性質による分類、義務的経費は、人件費、扶助費、公債費の合計をいい、

この経費は、法令の規定あるいはその性質上支出が義務づけられているため、任意に削

減できない。 
 財政構造の弾力性を判断する指標のひとつとして、歳出総額に占める義務的経費の割

合や、一般財源総額に占める義務的経費に充当された財源の割合をみる場合がある。 
 これらの割合が高くなるほど､他の経費に充てる財源がなくなるために、財政構造が硬

直化し、弾力性を失うことになる。 
 投資的経費は、普通建設事業費と災害復旧事業費等の合計をさすもので、その支出効

果が長期間にわたるため、資本形成に役立つ。 
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○経常一般財源 
 毎年度経常的に収入される財源のうち、使途を特定されないものをいう。 
 歳入総額または一般財源総額に対して経常一般財源の占める割合が大きいほど、その

団体の収入の安定性と財政上の自立性が高いと言える。 
 
○経常的経費と臨時的経費 
 毎年度継続的、恒常的に支出される経費を経常的経費という。 
 これに対して、突発的、一時的、不規則的に支出される経費を臨時的経費という。 
 一般的には、人件費、物件費、扶助費、公債費、補助費等を経常的経費とし、それ以

外の経費を臨時的経費という。 
 
○基   金 
 基金は、特定の目的のために財産を維持し、または積み立て、あるいは定額の資金を

運用するために、条例により設けられている。 
 基金のうち、大幅な税の増収があった場合などに積み立てを行い、財源が不足する場

合などに取崩すことによって年度間の財源を調整し、長期的視点から、財政の健全な運

営を図ることを目的として設置された基金を「財政調整基金」という。 
 
○減税補てん債 
 個人住民税等に係る税制改正に伴う地方公共団体の減収額を埋めるために発行される

地方債をいう。 
 減収補てん債が地方財政法第５条に定める事業（適債事業）に充当するのに対して､減

税補てん債はそれ以外の経費にも充当することができるとされている。 
 
○標準財政規模 
  地方自治体の標準的な財政規模を歳入面からみた指標で、国庫支出金や地方債など建

設事業費等に充当する財源を除いた、一般財源の標準的な規模を示したもの。 
 
○財政力指数 
  基準財政収入額を基準財政需要額で除したもの。地方公共団体の財政力を判断する指

標。この指数が大きいほど財源に余裕があるとされている。 
 
○実質収支比率 
 標準財政規模に対する実質収支額の割合をいう。 
  実質収支比率＝実質収支額／(標準財政規模＋臨時財政対策債発行可能額)×１００ 
 実質収支に示される数値は、当該地方公共団体の財政運営の状況を判断する重要なポ

イントであるが、数値が大きいほど財政運営が良好であるとはいえない。 
  財政運営上、どの程度の実質収支が適度であるかは、各地方公共団体の財政規模等に

より異なるが、経験的には概ね実質収支比率で３～５パーセントといわれている。 
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○公債費比率 
 標準財政規模に臨時財政対策債発行可能額を加えた額に対する公債費充当一般財源の

割合である。 
この数値が大きいほど、財政の硬直化が進んでいることになる。 

 
○経常収支比率 
 経常一般財源に対する、経常的経費に充当された一般財源の割合。 
 人件費、扶助費、公債費など容易に縮減することが困難な経常的経費に、地方税や普

通交付金を中心とする経常一般財源がどのくらい使われているかを見ることにより、財

政構造の弾力性を測定しようとするもので、歳入構造と歳出構造をリンクさせた総合的

な指標である。この数値が大きいほど、新たな施策に対応する余裕がなく、財政の弾力

性が失われていることになる。経常収支比率の適正水準は、一般に７０～８０％といわ

れている。 
 
○都区財政調整制度 
・基本的な仕組み 
 特別区の区域が大都市として、一体的に発展してきた歴史的な沿革などから、都区制

度改革後も都と区で市の事務を分担する必要があり、また特別区相互間の税源の偏在を

調整して行政水準の均衡を図る必要がある。 
 このために、都が課税する税から一定の部分を一定のルールに基づいて、２３区各区

に必要な額の交付金を配分する制度。 
・平成１２年度改正の新しい都区財政調整制度 
 特別区が基礎的な自治体として位置付けられたことを踏まえ、財政運営の自主性・自

立性を高める観点から改正を行った。 
 この新しい財政調整制度では、総額補てん主義・納付金制度が廃止され、都区間配分

を中期的安定的なものとし、清掃事業移管による「清掃費」の新設などにより、区側へ

の配分割合が４４％から５２％になった。 
・都区財政調整にかかる主要５課題 
 平成１２年度の都区制度改革の実施にあたり、「役割分担を踏まえた財源配分のあり

方」をはじめとして、５つの課題（＝「主要５課題」）が積み残された。この課題につい

ては、最終的に１８年度の都区協議会において、三位一体改革の影響に対する配分割合

の変更の対応などをすることで合意に至った。 
 この合意を踏まえ、１９年度財調協議において、区側への配分割合が５２％から５５％

に変更された。 


